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（第１０５号議案） 

 

 

 

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

令和８年３月１日から同年４月３０日まで及び令和９年３月１日から同年４月

３０日までの間における多機能端末機による証明書の交付の申請に係る事務手数

料の額の特例措置を定めるとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律及び建築基準法施行令の改正に伴い規定を整備する必要

があるため、中野区事務手数料条例を次のように改正する。 

 

 

１ 改正の主な内容 

 （１）令和８年３月１日から同年４月３０日まで及び令和９年３月１日から同年

４月３０日までの間における多機能端末機による証明書の交付の申請に係る

事務手数料の額の特例措置について規定 

 （２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改

正に伴う引用条項の規定整備 

 （３）建築基準法施行令の改正に伴う引用条項の規定整備 

 

２ 施行日 

中野区事務手数料条例中別表第２の１２８の５の項及び１２８の６の項の改正規定は

公布の日から、附則に２項を加える改正規定（附則第５項を加える部分に限る。）は令

和８年３月１日から、同表６５の１５の項の改正規定は同年５月１日から、附則に２項を加

える改正規定（附則第６項を加える部分に限る。）は令和９年３月１日から施行する。 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 



中野区事務手数料条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 令和８年３月１日から同年４月３０日までの間に多機能端末機（別表

第１の１の項に規定する多機能端末機をいう。）により申請のあつた、

住所又は居所に関する証明、区税その他諸収入金に関する証明及び印鑑

に関する証明に係る事務手数料の額についての同項並びに同表７の項

及び１０の項の規定の適用については、同表１の項、７の項及び１０の

項中「２００円」とあるのは、「１０円」とする。 

６ 令和９年３月１日から同年４月３０日までの間に多機能端末機（別表

第１の１の項に規定する多機能端末機をいう。）により申請のあつた、

住所又は居所に関する証明、区税その他諸収入金に関する証明及び印鑑

に関する証明に係る事務手数料の額についての同項並びに同表７の項

及び１０の項の規定の適用については、同表１の項、７の項及び１０の

項中「２００円」とあるのは、「１０円」とする。 

 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 事務 名称及び額 徴収時期 

１ （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ 

６５の

１４ 

（略） （略） （略） 

６５の

１５ 

 医薬品医療機器等法

第１４条第１３項及び

医薬品医療機器等法施

（略） （略） 

 事務 名称及び額 徴収時期 

１ （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ 

６５の

１４ 

（略） （略） （略） 

６５の

１５ 

 医薬品医療機器等法

第１４条第１５項及び

医薬品医療機器等法施

（略） （略） 
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行令第８０条第１項第

１号の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造販売の承認事項の一

部変更の承認の申請に

対する審査 

６６ （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ 

１２８

の４ 

（略） （略） （略） 

１２８

の５ 

 建築基準法施行令第

１３７条の１２第１１

項の規定に基づく既存

の建築物に対する制限

の緩和に係る認定の申

請に対する審査 

（略） （略） 

１２８

の６ 

 建築基準法施行令第

１３７条の１２第１２

項の規定に基づく既存

の建築物に対する制限

の緩和に係る認定の申

請に対する審査 

（略） （略） 

１２８

の７ 

（略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ 

１３１ （略） （略） （略） 
 

行令第８０条第１項第

１号の規定に基づく薬

局製造販売医薬品の製

造販売の承認事項の一

部変更の承認の申請に

対する審査 

６６ （略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ 

１２８

の４ 

（略） （略） （略） 

１２８

の５ 

 建築基準法施行令第

１３７条の１２第６項

の規定に基づく既存の

建築物に対する制限の

緩和に係る認定の申請

に対する審査 

（略） （略） 

１２８

の６ 

 建築基準法施行令第

１３７条の１２第７項

の規定に基づく既存の

建築物に対する制限の

緩和に係る認定の申請

に対する審査 

（略） （略） 

１２８

の７ 

（略） （略） （略） 

～ ～ ～ ～ 

１３１ （略） （略） （略） 
 

別表第３・別表第４ （略） 別表第３・別表第４ （略） 

2



  

附 則  

 この条例中別表第２の１２８の５の項及び１２８の６の項の改正規定

は公布の日から、附則に２項を加える改正規定（附則第５項を加える部分

に限る。）は令和８年３月１日から、同表６５の１５の項の改正規定は同

年５月１日から、附則に２項を加える改正規定（附則第６項を加える部分

に限る。）は令和９年３月１日から施行する。 
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